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縦割りをこえる
「包括的支援体制」を目指して
～平成30年度地域共生社会推進（モデル）事業から～

人生100年時代。
それぞれの市町村において、0歳から100歳までを切れ目なく支える「包
括的支援体制」づくりへの挑戦が始まっています。
県内では、今年度、県及び6市町村が国のモデル事業である、地域共生社
会推進事業を実施し、高齢、障がい、子ども支援、生活困窮者支
援等の各種相談支援の連携を図り、支援膠着ケースの解
決や不足する資源づくりに取り組んでいます。
福祉分野の縦割りをこえる各地の取り組みを追います。

特集　みんなで取り組む　地域共生・信州

図 包括的な相談支援体制を目指して　下諏訪町（平成30年度地域共生社会推進事業から）

包括的支援体制のイメージ

生活
困窮者
支援

制度の
狭間

複合的な
課題

高齢者
地域包括ケア
システム

障がい者
地域生活移行
地域生活支援

こども・
子育て
家庭支援

土台としての地域力
※厚生労働省資料を改変

④新たな社会資源の取り組み
・支援膠着ケースの解決に向け不足している社会資源づくり（専門機関は市域に所在）
・権利擁護、金銭管理サービス等の資源・体制不足の解消　　・地場産業振興とあわせた就労支援事業の検討等

①
相
談
者
等
に
対
す
る

支
援
の
実
施

国の地域共生社会
推進事業実施状況
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予算額(億円）
全国実施自治体

相談

紹介 連携

障がい

児童

生活困窮

権利擁護

介護

相談支援
包括化推進会議

不動産ハローワーク
警察

病院

まいさぽ

学校・教育 行政

地域包括支援センター

介護・障がい者支援事業所年金事務所

弁護士司法書士

複
合
的
な
課
題
を
抱
え
る
住
民・世
帯

②相談者を支援する「相談支援包括
化ネットワーク」の構築
※世帯丸ごと支援のため、関係機関
で役割分担。チーム作りを行う。

③相談支援包括化推進会議の開催

紹介

支援・調整

相談者の世帯に心配な方がいる
が、相談支援につながっておらず、
気にかかっていたケース等

総合的な相談支援体制づくり

社協総合相談
窓口

地域包括
総合相談窓口

ぷらっと
ルーム

住民からの相談を丸ごと受けとめる場

多職種による専門的個別事例検討の場多職種による専門的個別事例検討の場

生活支援コーディネーター
（社協配置） 認知症地域支援推進員

（社協配置）

〈インフォーマル〉 　民生委員・児童委員・福祉委員　　ボランティア（地域・学生）　　区・自治会　　隣近所
生活協同組合　　SOSネットワーク　　更生保護女性会　　企業　　商工会議所

住民向けワークショップ
個別事例をもとに、地域で支え合いが
できる地域づくりを考える場

相談を整理分析
し、匿名性を守り
ながら分かりや
すく紹介

相談支援包括化
推進員（社協配置）

地域福祉なんでも相談検討会（毎月開催）
［メンバー：医師、看護師、保健師、主任ケアマネ、障がい相談、包括、社協］

圏域相談支援包括化推進員
（県社協）

山形村

筑北村

麻績村

生坂村

朝日村

モデル圏域

ハローワーク、法テラス等

日常生活自立支援事業

成年後見支援センター

障害者支援センター

まいさぽ東筑

「
地
域
共
生
社
会
推
進
事
業
」の

実
施
状
況

国
で
は
、
社
会
福
祉
法
第
１
０
６
条
の
３

の
規
定
に
基
づ
き
包
括
的
な
支
援
体
制
を
整

備
す
る
た
め
、
平
成
30
年
４
月
の
法
改
正
に

先
駆
け
、
平
成
28
年
度
か
ら
相
談
支
援
体
制

づ
く
り
と
地
域
課
題
の
解
決
力
強
化
に
関
す

る
モ
デ
ル
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

事
業
予
算
の
増
額
に
伴
い
実
施
自
治
体
も

右
肩
上
が
り
に
増
え
て
お
り
、
２
０
２
０
年

代
前
半
を
目
途
に
法
制
化
し
、
全
国
展
開
を

行
う
目
標
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ「
包
括
的
支
援
体
制
」

な
の
か
？

社
会
・
経
済
状
況
の
変
化
の
な
か
で
、
福

祉
ニ
ー
ズ
は
ま
す
ま
す
多
様
化
・
複
雑
化
し

て
お
り
、
八
〇
五
〇
問
題
な
ど
複
合
的
な
課

題
を
抱
え
る
世
帯
が
増
え
て
い
ま
す
。

高
齢
、
障
が
い
、
子
ど
も
支
援
な
ど
専
門

支
援
機
関
の
連
携
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
相

談
現
場
で
は
日
々
の
支
援
に
追
わ
れ
る
中

で
、
「
連
携
が
必
要
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、

ど
こ
が
声
を
か
け
る
の
か
役
割
分
担
が
決
ま

ら
ず
、
連
携
不
足
に
陥
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く

な
い
」
と
の
悩
み
が
聞
か
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
福
祉
や
就
労
支
援
、

司
法
関
係
等
、
「
く
ら
し
」
と
「
し
ご
と
」

全
般
に
及
ぶ
多
様
な
相
談
支
援
機
関
の
連
携

に
よ
る
包
括
的
支
援
体
制
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

事
例
１
（
自
治
体
単
位
の
取
り
組
み
）

下
諏
訪
町
の
包
括
的
な
相
談
支
援

体
制
づ
く
り

下
諏
訪
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
平
成

29
年
11
月
か
ら
町
内
に
あ
る
イ
オ
ン
諏
訪
店

の
フ
ー
ド
コ
ー
ト
内
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
を

借
用
し
、
「
ぷ
ら
っ
と
ル
ー
ム
」
を
開
設
。

「
買
い
物
つ
い
で
に
ち
ょ
っ
と
話
し
た
り
聞

い
た
り
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
」
と
呼
び
か
け

な
が
ら
、
仕
事
、
障
が
い
、
子
ど
も
、
生
活

困
窮
等
の
専
門
相
談
会
を
定
期
的
に
開
催

し
、
多
分
野
に
わ
た
る
関
係
機
関
が
つ
な
が

り
、
住
民
か
ら
の
相
談
を
丸
ご
と
聞
く
取
り

組
み
を
協
働
で
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

平
成
30
年
か
ら
は
相
談
支
援
包
括
化
推
進

　
　
　
　
　
自
治
体
単
位
の
取
り
組
み

下
諏
訪
町
の
包
括
的
な
相
談
支
援

体
制
づ
く
り

事
例
１
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見
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
広
域
の
専
門
相
談
機

関
が
支
援
す
る
場
合
、
各
機
関
の
拠
点
か
ら

距
離
が
離
れ
て
い
る
た
め
、
居
住
地
の
エ
リ

ア
に
お
い
て
も
寄
り
添
い
型
の
相
談
機
能
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

県
社
会
福
祉
協
議
会
に
配
置
し
た
相
談
支

援
包
括
化
推
進
員
が
、
モ
デ
ル
地
域
を
頻
繁

に
訪
問
し
て
、
村
の
保
健
師
や
社
協
の
相
談

員
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
福
祉
に
限
ら
ず
多

様
な
分
野
に
裾
野
を
広
げ
、
相
談
も
で
き
る

情
報
提
供
の
場
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
機

能
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
商
業
施
設
と

い
う
誰
も
が
立
ち
寄
り
や
す
い
場
と
い
っ
た

利
点
を
活
か
し
、
買
い
物
つ
い
で
に
専
門
機

関
に
相
談
で
き
る
、
つ
な
げ
る
場
を
新
た
に

構
築
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

イ
オ
ン
諏
訪
店
は
改
装
の
た
め
平
成
30
年

8
月
に
閉
店
と
な
り
、
ぷ
ら
っ
と
ル
ー
ム
で

の
取
り
組
み
は
一
旦
休
止
し
て
い
ま
す
が
、

ぷ
ら
っ
と
ル
ー
ム
開
設
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
機
関
が
受
け
止
め
た
相
談
を
他
の
機
関

に
つ
な
ぐ
視
点
が
培
わ
れ
ま
し
た
。
今
後
更

な
る
包
括
的
な
相
談
支
援
体
制
の
強
化
に
向

け
た
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

事
例
２
（
圏
域
で
の
連
携
）

県
が
取
り
組
む
地
域
共
生
社
会
推
進
事
業

（
モ
デ
ル
地
区
：
松
本
ブ
ロ
ッ
ク
４
村
）

県
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
今
年
度
、
県

か
ら
地
域
共
生
社
会
推
進
事
業
を
受
託
し
、

松
本
ブ
ロ
ッ
ク
の
町
村
部
を
モ
デ
ル
地
域
と

し
て
包
括
的
支
援
体
制
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

町
村
部
に
お
い
て
も
福
祉
各
分
野
の
縦
割

り
と
い
う
課
題
は
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
ま

い
さ
ぽ
や
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
成
年
後

　
　
　
　
　
圏
域
で
の
連
携

県
が
取
り
組
む
地
域
共
生
社
会
推

進
事
業（
モ
デ
ル
地
区
：
松
本
ブ

ロ
ッ
ク
４
村
）

事
例
２
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員
か
ら
の
依
頼
で
複
合
的
な
課
題
を
抱
え
た

世
帯
の
支
援
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
圏
域
の
ま
い
さ
ぽ
や
障
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー
な
ど
が
対
応
し
て
い
る
相
談
者
に

つ
い
て
、
地
元
の
相
談
機
関
と
の
再
調
整
を

行
い
、
地
元
で
の
寄
り
添
い
体
制
を
作
る
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
中
山
間
地
域
で

は
、
増
加
す
る
高
齢
者
を
支
え
て
い
く
た

め
、
判
断
能
力
の
低
下
に
伴
い
、
悪
質
商
法

か
ら
の
見
守
り
や
金
銭
管
理
支
援
、
成
年

後
見
等
の
活
用
、
終
活
の
支
援
等
、
人
生

１
０
０
年
時
代
を
ど
う
支
え
る
か
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

「
総
合
的
な
権
利
擁
護
」
や
「
終
活
に
向

け
た
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
ノ
ー
ト
」
等
に
つ
い

て
勉
強
会
を
広
域
や
自
治
体
ご
と
企
画
し

て
、
多
様
な
福
祉
関
係
者
と
住
民
と
の
連
携

を
図
る
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
い
さ
ぽ
を
起
点
と
し
た

「
包
括
的
支
援
体
制
づ
く
り
」

包
括
的
支
援
体
制
づ
く
り
に
向
け
て
、
自

治
体
単
位
の
取
り
組
み
と
、
ブ
ロ
ッ
ク
広
域

で
の
取
り
組
み
を
見
て
き
ま
し
た
。

今
後
、
県
内
各
市
町
村
で
、
高
齢
、
障
が

い
、
子
ど
も
支
援
等
多
様
な
支
援
機
関
の
連

携
を
図
っ
て
い
く
う
え
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

の
が
、
生
活
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ま
い
さ

ぽ
」
で
す
。

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

全国 万人
加入

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険
http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検索

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額保険金額 年間保険料（１名あたり）年間保険料（１名あたり）

償
補
の
ガ
ケ

償
補
の

任
責
償
賠

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン Ａプラン Ｂプラン

6,500円 10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

5億円（限度額）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

後遺障害保険金

入院保険金日額

特定感染症の補償

4,000円 6,000円通院保険金日額

300万円（限度額）

上記後遺障害、入院、通院の　
各補償金額（保険金額）に同じ

葬祭費用保険金
（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術
保険金

350円 510円

500円 710円

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火ま
　　たは津波）に起因する被保険者自身
　　のケガを補償しますが（天災危険担保
　　特約条項）、賠償責任の補償につい
　　ては、天災に起因する場合は対象に
　　なりません。

保険金をお支払いする主な例保険金をお支払いする主な例

保険金の種類
プラン

タイプ
プラン

〈引受幹事
保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

平成30年度

〈SJNK17 16970　2018.1.9 作成〉

1,040万円 1,400万円
1,040万円
（限度額）

1,400万円
（限度額）

社会福祉施設
総合損害補償しせつの損害補償 インターネットで保険料試算できます

ふくしの保険 検索

平成30年度

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３

施設業務の補償プラン１１ （賠償責任保険、動産総合保険）

施設利用者の補償プラン 22
施設職員の補償プラン33
社会福祉法人役員等の補償プラン44

基本補償（賠償・見舞）
▶年額保険料（掛金）

本
基補

償（
A
型
）

用
費
舞
見

補
付

償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円

68,270～97,000円

1,500円

1～50名

51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

保険期間１年

老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設の

事故・紛争円満解決のため事故・紛争円満解決のためにに！！事故・紛争円満解決のために！
◆加入対象は、社協の会員である
　社会福祉法人等が運営する社会
　福祉施設です。

　

　
　
　
　

と

　　
　
　
　
　
　

す
で

。

　
　
　
　
　

実
充

た
し

償
補

料
険
保
な
安
割

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

〈引受幹事
保険会社〉

受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７

この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約（賠償責任保険、医師賠償責任保険、個人情報取扱事業者賠償責任保険、普通傷害保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、動産総合保険、費用・利益保険）です。

〈SJNK17-17293 2018.1.12作成〉

▶保険金額

対人賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

1事故10万円限度 1事故10万円限度
死亡時100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

対物賠償（１事故）

受託・管理財物賠償（期間中）

うち現金支払限度額（期間中）

人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）

身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

故
事
償
賠

等
い
舞
見
お

◆ 30年度新設 クレーム対応サポート補償（プラン1-①オプション4）

新設 全
国
の
モ
デ
ル
事
業
に
お
い
て
も
、
生
活

困
窮
者
自
立
相
談
支
援
機
関
（
長
野
県
で
は

ま
い
さ
ぽ
）
に
相
談
支
援
包
括
化
推
進
員
を

配
置
し
、
複
合
的
な
課
題
を
抱
え
て
支
援
膠

着
状
態
に
あ
る
ケ
ー
ス
を
全
体
調
整
す
る
取

り
組
み
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

事
例
は
、
町
に
お
住
ま
い
の
複
合
的
な
課

題
を
抱
え
る
母
子
世
帯
を
、
圏
域
の
ま
い
さ

ぽ
が
中
心
と
な
っ
て
連
携
を
図
り
、
包
括
的

支
援
チ
ー
ム
を
作
り
、
地
元
の
寄
り
添
い
支

援
を
支
え
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
も
参
考
に
し
な
が

ら
各
市
町
村
に
お
い
て
「
ご
当
地
」
に
あ
わ

せ
た
相
談
支
援
の
「
丸
ご
と
化
」
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
、
各
地
域
の
未
来
に
向
け
た
課

題
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

○
世
帯
の
概
況

相
談
者
は
両
親
と
弟
２
人
が

住
む
実
家
で
子
ど
も
と
暮
ら
し

て
お
り
、
第
３
子
を
出
産
し
た

が
、
家
庭
環
境
や
衛
生
状
態
が

悪
く
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
児

童
相
談
所
で
一
時
保
護
さ
れ

た
。出

産
後
の
仕
事
探
し
と
児
童

扶
養
手
当
を
母
親
に
と
ら
れ
て

し
ま
う
と
い
う
悩
み
が
あ
り
、

ま
い
さ
ぽ
に
相
談
が
あ
っ
た
。

○
ま
い
さ
ぽ
の
支
援

相
談
者
は
お
金
の
管
理
が
う
ま
く
で
き

ず
、
保
育
料
や
携
帯
電
話
料
金
の
滞
納
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
債
務
な
ど
が
か
さ

ん
で
お
り
、
家
計
改
善
支
援
事
業
に
よ
り

家
計
の
や
り
く
り
を
支
援
。
ま
た
、
ア
ル

バ
イ
ト
先
と
の
調
整
な
ど
就
労
支
援
を
実

施
し
た
。

子
ど
も
た
ち
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
児

童
相
談
所
が
中
心
と
な
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
議
を
開
催
。
相
談
者
に
は
、
知
的
障
が

い
の
疑
い
も
あ
っ
た
た
め
圏
域
障
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー
と
も
連
携
し
た
。

○
包
括
的
支
援
チ
ー

ム
づ
く
り
の
効
果

世
帯
は
、
父
母
の
代

か
ら
生
活
課
題
が
多

く
、
町
内
で
も
対
応
に

苦
慮
し
て
い
た
ケ
ー

ス
。圏

域
の
ま
い
さ
ぽ
が

包
括
的
支
援
チ
ー
ム
づ

く
り
を
行
い
ス
ー
パ
ー

バ
イ
ズ
機
能
も
発
揮
す

る
こ
と
で
、
地
元
社
協

と
し
て
も
、
い
ざ
と
い

う
時
に
は
ま
い
さ
ぽ
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け

な
が
ら
、
寄
り
添
い
支

援
を
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
。

【事例】まいさぽを起点に、包括的支援チームで寄り添う。 町村部

まいさぽ
（圏域）

家計改善
支援員

町
内

圏
域

児童相談所

福祉事務所 障害者支援センター

法テラス 就労支援

子ども支援
ネットワーク会議

町
教育委員会
保育園

保健センター
学校
女性相談員

町社協（まいさぽ出張相談所）

包括的支援
チームづくり

金
銭
管
理
が
で
き
な
い
母
子
世
帯
へ
の
支
援

地域包括ケアをさらに
深化させ地域共生社会を
実現させていくために、
『ごちゃまぜ』『煩わし
さ』をキーワードに地域
づくりについて議論が重
ねられました。

『介護保険推進全国サ
ミット』が『地域共生社
会推進全国サミット』に
リニューアルされました。
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日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

全国 万人
加入

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険
http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検索

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額保険金額 年間保険料（１名あたり）年間保険料（１名あたり）

償
補
の
ガ
ケ

償
補
の

任
責
償
賠

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン Ａプラン Ｂプラン

6,500円 10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

5億円（限度額）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

後遺障害保険金

入院保険金日額

特定感染症の補償

4,000円 6,000円通院保険金日額

300万円（限度額）

上記後遺障害、入院、通院の　
各補償金額（保険金額）に同じ

葬祭費用保険金
（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術
保険金

350円 510円

500円 710円

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火ま
　　たは津波）に起因する被保険者自身
　　のケガを補償しますが（天災危険担保
　　特約条項）、賠償責任の補償につい
　　ては、天災に起因する場合は対象に
　　なりません。

保険金をお支払いする主な例保険金をお支払いする主な例

保険金の種類
プラン

タイプ
プラン

〈引受幹事
保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

平成30年度

〈SJNK17 16970　2018.1.9 作成〉

1,040万円 1,400万円
1,040万円
（限度額）

1,400万円
（限度額）

社会福祉施設
総合損害補償しせつの損害補償 インターネットで保険料試算できます

ふくしの保険 検索

平成30年度

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３

施設業務の補償プラン１１ （賠償責任保険、動産総合保険）

施設利用者の補償プラン 22
施設職員の補償プラン33
社会福祉法人役員等の補償プラン44

基本補償（賠償・見舞）
▶年額保険料（掛金）

本
基補

償（
A
型
）

用
費
舞
見

補
付

償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円

68,270～97,000円

1,500円

1～50名

51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

保険期間１年

老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設の

事故・紛争円満解決のため事故・紛争円満解決のためにに！！事故・紛争円満解決のために！
◆加入対象は、社協の会員である
　社会福祉法人等が運営する社会
　福祉施設です。

　

　
　
　
　

と

　　
　
　
　
　
　

す
で

。

　
　
　
　
　

実
充

た
し

償
補

料
険
保
な
安
割

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

〈引受幹事
保険会社〉

受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７

この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約（賠償責任保険、医師賠償責任保険、個人情報取扱事業者賠償責任保険、普通傷害保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、動産総合保険、費用・利益保険）です。
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▶保険金額

対人賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

1事故10万円限度 1事故10万円限度
死亡時100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

対物賠償（１事故）

受託・管理財物賠償（期間中）

うち現金支払限度額（期間中）

人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）

身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

故
事
償
賠

等
い
舞
見
お
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「高齢者が楽しく暮らして若者に見本を見せなきゃ！」そう笑顔で話すのは会長の谷脇良一さんです。
今日は「たてしな“ずく”りの会」の小委員会にお邪魔しました。
介護保険法の改正に伴い、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けることを応援するた
めに、全国各地で生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置が進んでいます。立科町では平
成28年12月に協議体が誕生し、翌年4月に生活支援コーディネーターが配置されました。

立科町では「協議体」という名称ではなく、方言の“ずく”と“○○づくり”をかけて、子どもにも分かりやすく、呼
びやすい名前をと考え、「たてしな“ずく”りの会 －立科町暮らしづくりの会－」に決定。毎月1回ずつ協議体会議と
小委員会が開かれます。
小委員会の参加者は年齢も所属もバラバラです。生活支援コーディネーター、民生児童委員、包括支援セン
ター、健康サポーター、そして保育園の保護者と県のアドバイザーも参加しています。協議体会議には高齢者の支
援関係者に留まらず、駐在さんや児童館職員、障がい者の保護者会や現役大学生も関わりながら、会のスローガ
ンである「支え合い自ら輝く地域づくり」を目指して、様々な協議を重ねています。
地域には子どもからお年寄りまで様々な人が暮らしており、子どもが成長し、働き、年を重ねていく流れのなか
で、“ずく”りの会では地域で気になることをどんなことでも話し合います。中には県外から嫁いできた委員の「身近
に時間外保育の課題がある」という発言に、「働くお母さんへの支援環境の整備が必要じゃないか」、「今は三世
代同居している世帯は少ないと聞くが、実際はどのくらいあるのだろう」「企業や団体の子育て支援の実態調査も
必要では」とそれぞれの思いや考えを出し合います。メンバーが気になる課題をピックアップし、学習会の開催や関
係者へのヒアリングにつなげます。
「委員は各地区の住民でもあるし、所属グループのメンバーでもあるし、立科町町民でもある。一つの立場に捉
われる必要はない。それぞれの関係性の中で色々な課題を拾い集め、地域で何ができるか悩みながら考える。解
決できるかは置いておいて、何か楽しいことをやりましょう！」と谷脇さんは話します。今後は成人式でのアンケート
調査や住民の暮らし懇話会の開催を通して地域の思いを持ち寄りながら、できる事から取り組んでいくそうです。
子どもからお年寄りまでみんなが仲良く暮らす立科町を目指して、知恵と“ずく”を出し合いながら、今日も笑顔と
ともに和やかに時が流れます。

おら
ほの

おら
ほの

縁パワー活動!縁パワー活動!

地域の気になることを出し合い、何ができるか考えます。 下段中央が谷脇さん。「はいチーズ！」の声に笑顔とピースが溢れま
した。

立科町の協議体
たてしな“ずく”りの会
立科町の協議体

たてしな“ずく”りの会

集ってワイワイ情報交換！集ってワイワイ情報交換！
つど

福祉サービスの
苦情対応における第三者委員の役割
福祉サービスの
苦情対応における第三者委員の役割

県社協情報局

調査結果では、3分の1の事業所が第三者委員を「まだ設置していない」（33.2％）状況となっています。
未設置の理由としては、「委員がいなくても事業所内で対応できる」（53.1％）と回答した事業所が過半数を占めてい
ます。

■第三者委員とともに、より質の高いサービス提供を！
利用者の苦情（意見や要望も含む）の中には、事業所内で対応できることが多いかもしれません。しかし、利用者の
中には、事業所に対して直接言えない方や、事業所との当事者同士では平行線のままでなかなか解決できない場合もあ
るかと思います。そんな時、事業所と利用者の間に立って、中立的な立場で公平に助言する第三者委員がいれば、より
円滑な苦情対応が可能となると考えます。
また、第三者委員の職務（厚労省の指針）には苦情の対応とともに「日常的な状況把握と意見傾聴」があります。施

設に訪問したり行事に参加して利用者とコミュニケーションを図ったり、家族会・保護者会に参加して家族の意見や要
望を聞いたり、職員会議や学習会に参加して、職場の雰囲気や職員と話し合う機会を作るなど、その方法は事業所に
よって様々ですが、その積み重ねが利用者や家族からの信頼を得ることにつながります。第三者委員とともに利用者の
声（苦情・意見・要望）を受け止め、苦情解決の取り組みを通して、より質の高い利用者本位のサービス提供につなげて
いただきますようお願いします。

平成30年度苦情対応に関する調査（中間報告）から平成30年度苦情対応に関する調査（中間報告）から

苦情対応に関する調査について
長野県福祉サービス運営適正化委員会が、福
祉サービスを提供する事業所（3,079）を対象
にH30年7月に調査を実施。文中のデータは中
間報告書用として途中集計したもの。

・集計回答数 930

・回収率 30.2％

福祉サービスに関する苦情の解決や日常生活自立支援事業の適正な運営の確保のため、各都道府県社協に第三
者的機関として設置が義務付けられた委員会です。福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するた
め、相談、助言、調査、あっせんを行います。

長野県福祉サービス運営適正化委員会とは

■第三者委員の未設置の理由（複数回答）

■第三者委員の設置状第況

適切な人材がいない
ふさわしい方がいるが多忙等の理由で断られた
原則無報酬のため頼みにくい
具体的に何をしてもらえばいいのか分からない
委員がいなくても事業所内で対応できる
その他
未回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

設置している
66.0%

未設置
33.2%

未回答 0.8%(n=930)

(n=309) 0 10 20 30 40 50 60
（％）

17.5%
2.9%

25.9%
25.9%

53.1%
20.4%

3.2%
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今月の逸品

長野県社会福祉協議会
総務企画部 総務グループ
TEL 026-228-4244
FAX 026-228-0130
E-mail soumu@nsyakyo.or.jp

●ご感想、お問合せ、
　掲載希望等は下記へお寄せください。

毎号福祉の現場に新しい
風を吹き込むスタッフをご紹介します。

長野県
社会福祉協議会

福祉・
介護べんり帖

長野県福祉研修実施団体

きゃりあねっと

よっ！ 新風人

信州福祉・
介護のひろば

webでもご覧になれます

webでも
ご覧になれます

障がい者の就労支援事業として運営する『Cafeポリジ』は
「勇気」を花言葉にもつハーブ　ポリジ　からつけられ、利用
者の勇気のよりどころとなるようにとの願いをこめた場所で
す。コーヒーは軽井沢のコーヒー専門店「丸山珈琲」の豆とイ
タリア製エスプレッソマシンで淹れる香りと味わい豊かな一杯
を提供しています。25名様まで団体予約も承ります。日常を忘
れ、安らぎの時間を過ごせる空間へぜひ一度お越しください。

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 希望の家　Cafe ポリジ
〒390-0833 松本市双葉4-8　TEL/FAX:0263-26-0066
E-mail:kibou＠syakyo-matsumoto.or.jp

まりえさんのブラマンジェ
エビかつサンド

社会福祉法人　梓の郷（松本市）
介護老人福祉施設　サルビア

もみじユニット

介護職員 細田はる香さん

生活の場に入らせていただくという意
識で個性を大切にするケアを実践。

全てを1人で手作りした優し
い味が自慢の一品です！

同法人の手作りパンにぷりぷ
りのえびがたっぷり☆人気商
品です！

利用者さんからのいたわりや感謝の
言葉、気遣いも嬉しい。

各ユニットの入り口は家の玄関、ほっ
と安らげる工夫が随所にある。

学校時代、この施設で実習した体験
から入職を決意。今に至る。

作者：今井　龍之介（いまい　りゅうのすけ）　13歳　安曇野市在住

『大六天魔王』　色鉛筆

作者は様々なキャラクターを描いている。特に大六天魔
王は何枚どころか何十枚も一日に描き続ける。教室の自
分の机に向かい、まるで作者の自閉症という障がいの特
性からくるざわざわしてしまう自分の心を落ち着かせるか
のように、ものすごいスピードで鉛筆を走らせ、同じパタ
ーンの絵をコピー機のように大量に描き続ける。見ていて
職人技かと。この大量の絵を前にして、これらは彼にとっ
ては守り神なのかと思う。時々リクエストに応えて色を塗
り込んだり、近所の犬やおじいちゃんをキャラクター化し
て描いてもくれる。 （ながのアートミーティング　取材）

今号は1・2月合併号となり、次号は2月25日発行となりますのでご了承ください。
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意
識
し
て
い
ま
す
。ま
た
、目
の
前
の
こ
と
に

追
わ
れ
が
ち
で
す
が
、い
つ
も
笑
顔
で
い
る
よ
う
に
気

を
付
け
て
い
ま
す
。

Ｑ　

福
祉
の
道
を
目
指
す
人
へ一
言
お
願
い
し
ま
す
。

Ａ　
「
そ
の
人
ら
し
い
生
活
」を
支
え
る
仕
事
は
と
て

も
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。最
初
は
覚
え
る
こ
と
も

た
く
さ
ん
あ
り
大
変
で
し
た
が「
が
ん
ば
っ
て
や
り
続

け
れ
ば
い
つ
か
や
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
時
が

来
る
」と
い
う
先
輩
の
言
葉
に
支
え
ら
れ
ま
し
た
。

実
際「
よ
か
っ
た
な
」と
思
え
た
場
面
は
こ
れ
ま
で
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

職
員
研
修
や
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度
、先
輩
と
の
交
換

ノ
ー
ト
な
ど
き
め
細
か
く
職
員
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体

制
を
整
え
て
い
る
梓
の
郷
。特
に
交
換
ノ
ー
ト
は
リ
ー

ダ
ー
や
施
設
長
等
か
ら
激
励
の
言
葉
が
多
く
嬉
し
い

と
好
評
だ
そ
う
で
す
。「
よ
く
利
用
者
さ
ん
か
ら
声
を

か
け
ら
れ
、積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
」と
上
司
も

評
価
す
る
細
田
さ
ん
。
成
長
の
陰
に
は
多
く
の
先
輩

の
応
援
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

続
き
は
県
社
協
Ｈ
Ｐ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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